
公的委員で組織する団体への補助金について
(人権擁護委員会・民生委員児童委員協議会・保護司会)
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協議会会計

各民生委員へ

国・府の協議会へ

民生委員・児童委員は無報酬で活動してい

るが、地域の方との電話料や研修参加の

交通費など様々な費用が発生している。そ

のため、府及び市から協議会を通じて活動

費を各委員へ支給している。なお、人権擁

護委員及び保護司は、法務局から活動費

が支給されている。

☆現状の民生委員児童委員協議会への補助金の内容
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協議会会計

各民生委員へ

国・府の協議会へ

民生委員・児童委員は無報酬で活動してい

るが、地域の方との電話料や研修参加の

交通費など様々な費用が発生している。そ

のため、府及び市から協議会を通じて活動

費を各委員へ支給している。なお、人権擁

護委員及び保護司は、法務局から活動費

が支給されている。
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事業費は、３団体間の公平性を確保するた

め、「単価×委員数」を上限額として、実際に

要した事業費を補助する。

補助対象経費は、団体の運営費

は除外し、「事業費」と「上部団体

への負担金」とする。

全国組織・都道府県単位の組織が実施す

る研修等へ参加するために、会費的な負

担金を支出している。無報酬で活動してい

る委員の団体であることを考慮し、負担金

相当分を市が補助金として支出している。

☆現状の民生委員児童委員協議会への補助金の内容

運営費補助部分を適正化


